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少子化の進行や教育・保育ニーズの多様化に伴い、

従来の取組みだけでは対応できない状況が顕在化。

・幼児教育

・３歳～就学前の
子ども

・保育に欠けない
子ども

・０歳～就学前の児童すべてを対象

・保育に欠ける子も欠けない子も受入

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供

機
能
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・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に
対応した相談や親子の集いの場を提供

地域における子育て支援

多様なニーズに対応する
「認定こども園」制度幼稚園

※認定こども園の認定は、県が行う

・保育

・０歳～就学前の
子ども

・保育に欠ける
子ども

保育所

機
能
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●現状と課題

●認定こども園制度の創設

●期待される効果

・ 親の就労の有無に関わらず施設利用が可能に。

・ 適切な規模の子ども集団を保ち、子どもの育ちの場を確保。

・ 既存の幼稚園の活用により待機児童が解消。

・ 育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実。

●認定こども園の４類型

■認定こども園推進事業費（Ｈ２４当初予算：１８６，７９７千円）

１認定こども園推進事業 １５，６２７千円
（１）職員の資質向上研修 ２，１７７千円
・保育者研修会の開催（県内２大学へ委託）
・研修期間中の代替職員の人件費助成

（２）認定審査等にかかる経費 ３，４５０千円
（３）施設・設備整備費補助金 １０，０００千円

・調理室の施設設備整備補助
（１施設の事業費上限 ５，０００千円、補助率1/2 ）

２認定こども園（幼稚園）子育て支援事業 ６７，２００千円
○認定こども園の機能の一つである地域における子育て支援の実施に対する助成
○専任職員を配置のうえ、地域のすべての子育て家庭を対象に、子育て支援事業を週３日
以上実施 （①親子の交流の場の開設・育児相談、②家庭訪問による相談事業は必須）
○事業の回数や内容について、地域の需要を把握するため、あらかじめ市町の意見を聴き、

事業計画書を作成
（１）認定こども園（私立幼稚園）子育て支援事業 ６６，０００千円
・１施設の事業費上限 ２，０００千円（国・県 各1/2）

（２）認定こども園（認可外保育施設）子育て支援事業 １，２００千円
・１施設の事業費上限 １，２００千円 （県・市 各1/2）

３認定こども園（幼稚園）預かり保育推進事業 １０３，９７０千円
○認定こども園（幼稚園）が、幼稚園における教育時間終了後に行う保育所と同様の長時間
保育（預かり保育）に対する助成 （国・県 1/2）
○保育指針に基づく保育の実施、子どもの年齢に応じた職員数の配置が必要
・補助基準額（預かり担当教員数に応じて）
１，２００千円、１，７００千円、２，２００千円

・時間数、預かり担当職員数等に応じて加算措置
①４時間以降１時間毎 ２２０～１２，０００千円
②休業日 ３００～６６０千円
③長期休業日 １６０～４００千円

■安心こども基金事業（Ｈ２４当初予算：４７，８５３千円）

１認定こども園事業費（運営費補助）
４７，８５３千円

○幼保連携型への移行を促進するため、保育所型及び
幼稚園型の事業に要する経費の一部を補助
（国１/２・県１/４・市町１/４）

●各種支援事業の創設

●問題点

①親の就労の有無で利用施設が限定

（＝親が働いていれば保育所、働いていなければ幼稚園）

②少子化が進む中、幼稚園と保育所が別々では、子どもの

育ちにとって大切な「子ども集団」が小規模化

③育児不安の大きい専業主婦家庭への支援が大幅に不足

幼保連携型

認可幼稚園と認可

保育所が連携して、

一体的な運営を行

う

幼稚園型

認可幼稚園が、保

育に欠ける子ども

のための保育時間

を確保するなど、

保育所的な機能を

備える

保育所型

認可保育所が、保

育に欠ける子ども

以外の子どもも受

け入れるなど、幼

稚園的な機能を備

える

地方裁量型

幼稚園・保育所い

ずれの認可もない

地域の教育・保育

施設が、認定こど

も園として必要な

機能を果たす

長崎県こども未来課


